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広児童会建物賃貸借に係る公募型プロポーザル募集要項 
 
１ 目的 
  現在，広児童会は，平屋プレハブの児童会専用室と学校と共用の教室２室により
運営しているが，共用２室は学校の授業状況によっては使用できない場合があり，
受け入れ場所の計画が立てにくい。また，使用できる場合でも，児童会室と２室は
離れているため支援員が分散せざるを得ず，児童を見守る上で負担が大きくなって
いる。 
本事業は，これらの状況を改善するため，広小学校の敷地内に放課後児童会の専

用室を増設整備するものである。 
 

２ プロポーザル概要 
 (1) 業務名 
   広児童会建物賃貸借業務 
 (2) 業務内容 
   別紙「広児童会建物整備に係る仕様書（以下「仕様書」という。）」のとおり 
 (3) 対象業務（以下「本業務」という。） 
  ア 整備対象施設に係る基本設計，実施設計，敷地測量，地質調査，工事監理業

務及び各関係法令に基づく各種申請及び手数料含む 
  イ 整備対象施設に係る建築工事，電気設備工事，機械設備工事，トイレ等既存

工作物撤去工事・移動 
  ウ その他詳細は，仕様書のとおり 
 (4) 遵守すべき法令等 
   本市と本業務の実施に係る契約を締結する者は，本業務の実施にあたり，関係

法令を遵守しなければならない。なお，関係法令に基づく許認可等が必要な場合
は，受注者の負担により当該許認可等を取得しなければならない。 

 (5) 建物整備の履行期間 
   契約締結日から約５か月を目途に建物整備に係る工期を設定し，検査等を完了

した上で引渡すものとする。 
 (6) 建物賃貸借に係る契約期間等 
   建物賃貸借に係る契約期間は工事完了日の属する月の翌月から１２０か月と

する。なお，契約期間終了後は，その他工作物を含む本施設を解体・撤去・処分
等する予定とし，本業務には含まない。 

 (7) 提案限度額（契約金額の上限） 
１２０か月の総額 １３０，９０９，０００円（税抜） 

(8) 最低制限価格 設定しない。 
 
３ プロポーザル公告から契約締結までのスケジュール 

日    程 内    容 

令和７年６月１７日（火） 募集要項の公表 

令和７年６月２３日（月）午後５時まで 質問書の受付期限 

令和７年６月２５日（水） 質問書に対する回答期限 

令和７年６月２７日（金）午後５時まで 参加表明書等の提出期限 

令和７年７月 ３日（木） １次審査結果通知 

令和７年７月１０日（木）午後５時まで 提案書類の提出期限 

令和７年７月１７～２９日のいずれか１日（予定） ヒアリング 

令和７年８月４日頃（予定） ２次審査結果の通知 
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４ 参加資格要件 
  本プロポーザルに参加することができる事業者は，次のとおりとする。 

 (1) 事業者の構成 
  ア 事業者の構成は，本事業を行う単独企業（以下「応募企業」という。）又は

複数の企業（以下「構成員」という。）で構成される共同企業体とする。 

  イ 共同企業体により参加する場合は，建設企業を代表企業とし，事業全体の提
案から契約，設計，施工，引渡し，維持管理業務等の代表としての役割を果た
すこととする。 

  ウ 応募企業又は共同企業体の構成員は，他の共同企業体の構成員となることは
出来ない。 

  エ 提案書提出以降の構成員の変更及び追加は認めない。 

 (2) 事業者の資格要件（次の各号の全てを満たすこと） 
  ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定により，建築一

式工事につき建設業の許可を受け，かつ，建築士法（昭和２５年法律第２０２
号）第２３条に基づく一級建築士事務所として登録した営業所を広島県内に有
していること。ただし，共同企業体においては，構成員のいずれかのみ，又は，
単独の資格を有した複数の構成員により，本要件を満たすことを認めることと
する。 

  イ 応募企業又は構成員のいずれかが，過去１０年間において国又は地方公共団
体等が実施した本業務の内容と同種・同規模程度の業務実績を有すること。 

  ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当
する者でないこと。 

  エ 公募開始の日から契約締結までのいずれの日においても，営業停止処分又は
呉市入札参加資格者指名停止要綱（平成９年４月１日）による指名停止措置を
受けていないこと。 

  オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続開始の
申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に基づく更生手
続開始の申立てがなされていないこと。 

  カ 呉市契約に係る暴力団排除措置要領に規定する暴力団等でないこと。 

  キ 政治団体（政治資金規正法第３条の規定によるもの），宗教法人（宗教法人
法第２条の規定によるもの）及びこれらに類する団体でないこと。 

  ク 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 
５ 質問の受付及び回答 
 (1) プロポーザルに係る書類等の配布 
   公告の日から令和７年６月２７日（金）までの間に，呉市ホームページからダ

ウンロードすること。 
 (2) 仕様書等に対する質問及び回答 
   仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 
  ア 受付期間 
    公告の日から令和７年６月２３日（月）午後５時まで 
  イ 提出方法 
    質問書（様式第９号）により，電子メール又はＦＡＸで提出すること。提出

にあたっては，必ず電話にて送信の旨を速やかに連絡すること。 
     Ｆ Ａ Ｘ：０８２３－２４－６７２０ 
     電子メール：kodosien@city.kure.lg.jp 
  ウ 回 答 日  令和７年６月２５日（水）までに随時回答 
  エ 回答方法  回答は，呉市ホームページに掲載する。 
  オ そ の 他  質問回答については仕様の一部とする。 
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６ 参加表明書等の提出及び１次審査 
 (1) 受付期間 
  ア 公告の日から令和７年６月２７日（金）午後５時まで 
  イ 持参による受付は，閉庁日を除く午前９時から午後５時までとする。 
 (2) 提出方法 
   本要項１１の担当部署へ持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）によ

り提出するものとする。（受付期間内必着） 
 (3) 提出書類 

№ 様式等 提出部数，留意事項等 

１ 参加表明書（様式第１号） １部 

２ 

参加表明書等受領書（様式第２
号） 

１部 
参加表明書受付時，事務局が受付印を押
印の上，提出者に返却する。 
郵送で提出する場合は，１１０円切手を
貼付した返信用封筒を同封すること。 

 (4) 添付書類 
  
№ 

書類名 提出部数，留意事項等 

１ 建設業許可（写し） １部 

２ 
一級建築士事務所登録証（写
し） 

１部 

３ 

消費税及び地方消費税の納税
証明書 ※１ 

１部。写し可。３か月以内のもの 

管轄の税務署で交付される法人税並び
に消費税及び地方消費税についての未
納がないことの証明書（国税通則法施行
規則別紙第９号書式「その３」又は「そ
の３の３」） 

４ 

実績調書（様式第７号） １部 

同種・同規模程度の建物整備及び賃貸借
契約業務に係る実績を主に記載するこ
と。１次審査の段階では，契約書等の添
付不要。 

  ※１ 令和７～１０年度呉市物品・業務委託等入札参加等有資格業者名簿登載事
業者は不要 

 (5) １次審査と結果の通知 
   呉市長は，添付書類の１～４をもって参加表明者の参加資格を審査し，令和７

年７月３日（木）までにその結果を通知する。 

 

７ 提案書類の提出 
 (1) 受付期間 
  ア 令和７年７月３日（木）から令和７年７月１０日（木）午後５時まで 
  イ 持参による受付は，閉庁日を除く午前９時から午後５時までとする。 
 (2) 提出方法 
   本要項１１の担当部署へ持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）によ

り提出するものとする。（受付期間内必着） 
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 (3) 提出書類 
  
№ 

書類名 提出部数，留意事項等 

１ 提案提出書（様式第３号） １部 

２ 

提案書等受領書（様式第４号） １部 
提案書受付時，事務局が受付印を押印の
上，提出者に返却する。 
郵送で提出する場合は，１１０円切手を
貼付した返信用封筒を同封すること。 

３ 提案書（様式第５号） １０部（正本１部，副本９部） 

４ 

参考見積書（様式第６号） 

内訳書（様式任意） 

１０部（正本１部，副本９部） 

参考見積書には，建物導入経費及び運用
保守経費の合計に対して，１２０か月均
等支払のリース契約を行う条件により
算出された月額リース料（リース率等を
含む。）を求めた上での総額（消費税及
び地方消費税相当額を含まない。）を記
載し，内訳書には，その積算根拠を記載
すること。 

５ 
提案に関する図書（様式任意） １０部（正本１部，副本９部） 

設計概要，配置図，平面図，立面図等 

６ 

実績調書（様式第７号） 

※２次審査用 

１０部（正本１部，副本９部） 

同種・同規模程度の建物整備及び賃貸借
契約業務に係る実績を主に記載し，契約
書の写し（鑑のみで可），設計図書の写
しを添付すること。 

７ 
選定委員会出席者届出書（様式
第８号） 

１部 

 (4) 提案書類の作成方法 
   提案書類は，次の事項に留意するとともに，仕様書等の内容を踏まえて作成す

ること。 
  ア 用紙は，「５ 提案に関する図書（様式任意）」以外は，Ａ４縦・横書き・片

面使用・左綴じとし，目次を作成するとともに，下部にページ番号を記載する。 
  イ 「５ 提案に関する図書（様式任意）」はＡ３横・片面使用・左綴じとする。 
  ウ 表紙は，「１ 提案提出書（様式第３号）」を使用する。 
  エ 提案書に記載する内容は，参考見積書・内訳書に記載した金額の範囲内で実

現できるものとする。 
  オ 仕様書等に記載している内容以外で，この業務の目的を達成するために有効

な提案があった場合は，評価の対象とする。 
 
８ ２次審査 
 (1) 審査方法 
   ２次審査は，広児童会建物賃貸借事業者選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）において，提出された提案書類及びヒアリング結果について，評価基準（別
紙）により総合的に評価して行い，得点の総計が最も高い者を優先交渉権者，次
点の者を次点交渉権者として特定する。ただし，最高得点者が２者以上いる場合
は，選定委員会で協議のうえ，順位を決定する。 

   なお，２次審査の参加者が１者の場合も選考することとし，評価基準により，
適否を判断するものとする。 
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 (2) ヒアリング 
   事業者を選定するに当たり，次のとおりヒアリングを実施する。 
  ア ヒアリングの開催日時，場所等の詳細については，後日，電子メールで通知

するものとする。 
  イ ヒアリングの出席者は，本業務を行う業務担当者を含め１事業者につき３名

以内とする。 
  ウ 時間は，１事業者につき３０分以内（説明１５分，質疑１５分） 
  エ 説明は，事前に提出した企画提案書を用いて分かりやすく説明すること。企

画提案書に対する説明資料の追加は認めない。 
 (3) 審査結果の通知 
   令和７年８月４日頃を目途に，呉市ホームページに掲載するとともに，提案者

に対し文書で通知する。 
 
９ 契約の締結 
 (1) 契約手続 
   選定委員会において特定された優先交渉権者を受注候補者として協議を行い，

地方自治法第２３４条第２項の規定による随意契約により速やかに契約手続き
を進めるものとする。なお，協議の際，提出された企画提案書の内容の一部を変
更する場合がある。ただし，次のいずれかに該当し，契約が締結できない場合は，
次点交渉権者を受注候補者として再度協議するものとする。 

  ア 受注候補者が，地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当するこ
ととなったとき。 

  イ 受注候補者が，呉市から業務委託に係る指名除外措置をうけたとき。 
  ウ 受注候補者が，選定後に虚偽の申し出等により本プロポーザルの参加資格を

満たさないことが明らかになったとき。 
  エ 受注候補者からの見積徴取の結果，契約締結ができないとき。 
  オ 受注候補者が本業務委託契約の締結を辞退したとき。 
 (2) 業務委託の仕様及び実施条件 
   本業務の仕様については，仕様書に定めるほか，企画提案書に記載された内容

を尊重し，発注者，受注者協議の上で定める。 
 (3) 契約保証金 
   契約を締結する場合においては，契約金額の１００分の１０以上の契約保証金

を納付しなければならない。ただし，呉市契約規則第３６条第１項の各号に該当
する場合は免除することができる。 

 

１０ その他 
 (1) 本プロポーザル参加に要する費用は，すべて参加者の負担とする。 

 (2) 本プロポーザルに係る提出書類は返却しない。 

 (3) 提出書類は，提出者に無断での利用はしない。ただし，本プロポーザルの手続
及びこれに係る事務処理に必要な範囲において，提出書類の複製，保存等を行う。 

 (4) 提出書類は，呉市情報公開条例（平成１１年呉市条例第１号）に基づく情報公
開請求の対象となり，非公開とすべき部分を除き公開することがある。 

 (5) 提出書類に虚偽の内容を記載した場合には，指名除外措置を行うことがある。 

 (6) 提出書類の提出後，辞退を行う場合は，任意の様式にて書面により申し出るこ
ととし，辞退後は，いかなる理由があっても再参加は認めない。 

 (7) 提出書類の提出後において，記載された内容の変更は認めない。 
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１１ 担当部署（問合せ先） 
   事 務 局：呉市こども部こども支援課 
   所 在 地：〒737-8501 呉市中央４丁目１番６号 
   電    話：０８２３－２５－３２５４ 
   Ｆ Ａ Ｘ：０８２３－２４－６７２０ 
   Ｅメール：kodosien@city.kure.lg.jp 
 
   ※お越しになる場合は，事前に電話連絡をお願いします。 
 
 



選 定 評 価 基 準

分類 審査内容

実施体制に関する
事項について

同種・同規模程度の建設及びリース業務の実績は十分か

事業計画は実現可能で合理的なスケジュールであるか

小学校の教育環境及び児童，教職員，保護者等の利用や安全に十分配慮
した施工・配置計画となっているか

工事監理が適正に行える体制が組まれているか

価格点 ―

提案内容に関する
事項について

基本理念や事業目的を十分理解した提案となっているか

建物外観やデザイン等について，小学校の教育環境にふさわしい配慮や
工夫がされた提案となっているか（形状，色彩等）

仕様書の要求水準（整備方針，設備等）を満たしているか

特に優れた提案内容（独創的，創意工夫，仕様を超える内容等）があるか

コストに関する
事項について

建物や設備の耐久性への十分な配慮など維持管理費用を軽減する提案と
なっているか

断熱材を使用するなど省エネルギー等の環境負荷低減に配慮した提案と
なっているか


